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近
代
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
宮
中
年
中
行
事

竹

内

雅

之

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
明
治
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
神
社
祭
祀
と
宮

中
年
中
行
事
の
位
相
を
概
観
す
る
。
大
正
三
年
一
月
二
十
四
日
に
勅

令
第
十
号
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
祭
祀
令
制
定
ノ
件
」（
以
下
、
勅
令

「
神
社
祭
祀
令
」）、
同
年
三
月
二
十
七
日
に
内
務
省
令
第
四
号
「
官
国

幣
社
以
下
神
社
祭
式
制
定
ノ
件
」（
以
下
、
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」）

が
制
定
さ
れ
、
近
代
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
綱
領
が
定
ま
っ
た
が
勅

使
参
向
の
神
社
例
祭
は
例
外
と
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
明
治
神
宮
の
造

営
を
端
緒
と
し
て
勅
使
参
向
の
例
祭
式
が
整
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
内

務
省
管
下
の
勅
祭
と
宮
内
省
が
奉
行
す
る
賀
茂
・
男
山
（
石
清
水
）・

春
日
の
三
勅
祭
と
の
関
係
、
さ
ら
に
三
勅
祭
と
宮
中
年
中
行
事
と
の

関
わ
り
を
考
察
す
る
。

一
　
皇
室
祭
祀
と
神
社

　

明
治
四
十
一
年
公
布
の
「
皇
室
祭
祀
令
」
第
九
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
の
大
祭
（
御
親
祭
）
は
元
始
祭
・
紀
元
節
祭
・
春
季
皇
霊
祭
・
春

季
神
殿
祭
・
神
武
天
皇
祭
・
秋
季
皇
霊
祭
・
秋
季
神
殿
祭
・
神
嘗

祭
・
新
嘗
祭
・
先
帝
祭
・
先
帝
以
前
三
代
ノ
式
年
祭
・
先
后
ノ
式
年

祭
・
皇
妣
タ
ル
皇
后
ノ
式
年
祭
の
十
三
祭
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
新
嘗

祭
に
関
聯
す
る
第
十
五
条
第
二
項
は
、

新
嘗
祭
ノ
当
日
ニ
ハ
賢
所
皇
霊
殿
神
殿
ニ
神
饌
幣
物
ヲ
奉
ラ
シ

メ
且
神
宮
及
官
国
幣
社
ニ
奉
幣
セ
シ
ム

と
神
宮
・
官
国
幣
社
へ
の
班
幣
に
つ
き
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小

祭
（
御
親
拝
）
は
第
二
十
一
条
で
歳
旦
祭
・
祈
年
祭
・
賢
所
御
神
楽
・

天
長
節
祭
・
先
帝
以
前
三
代
ノ
例
祭
・
先
后
ノ
例
祭
・
皇
妣
タ
ル
皇

后
ノ
例
祭
・
綏
靖
天
皇
以
下
先
帝
以
前
四
代
ニ
至
ル
歴
代
天
皇
ノ
式

年
祭
の
八
祭
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
十
三
条
に
は
、
歳
旦
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祭
・
祈
年
祭
に
関
聯
し
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

歳
旦
祭
ノ
当
日
ニ
ハ
之
ニ
先
タ
チ
四
方
拝
ノ
式
ヲ
行
ヒ
祈
年
祭

ノ
当
日
ニ
ハ
神
宮
及
官
国
幣
社
ニ
奉
幣
セ
シ
ム
但
シ
天
皇
喪
ニ

在
リ
其
ノ
他
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
四
方
拝
ノ
式
ヲ
行
ハ
ス

四
方
拝
に
は
諸
大
社
に
対
す
る
拝
礼
が
含
ま
れ
、
祈
年
幣
は
神
宮
な

ら
び
に
官
国
幣
社
に
班
幣
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
皇
室
祭
祀
令
の
な

か
に
も
神
社
に
対
す
る
規
定
が
わ
ず
か
な
が
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

大
正
三
年
の
「
祭
祀
令
並
神
社
祭
式
ノ
改
正
要
項（

（
（

」
は
「
改
正
ノ

主
要
ナ
ル
点
」
と
し
て
十
三
の
一
つ
書
き
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の

筆
頭
の
条
目
を
左
に
示
す
。

従
前
ハ
祭
式
ヲ
主
ト
シ
、
祭
祀
ノ
区
分
ニ
関
ス
ル
大
祭
ト
公
式

祭
ノ
件
ハ
、
別
ニ
訓
令
ニ
依
リ
テ
発
布
セ
ラ
レ
寧
ロ
之
ヲ
従
ト

ス
ル
ノ
姿
ナ
リ
キ
、
然
レ
ト
モ
斯
ノ
如
キ
ハ
却
テ
本
末
ヲ
転
倒

セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
祭
祀
ノ
名
目
先
ツ
定
マ
リ
次
イ
テ
其
ノ
細

目
タ
ル
祭
式
ニ
移
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
言
ヲ
俟
タ
ス
、
已

ニ
前
年
発
布
セ
ラ
レ
シ
皇
室
祭
祀
令
モ
亦
此
ノ
精
神
ニ
依
リ
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
案
0

0

セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
見
ル
、
仍
テ
今
回
発
布
ノ
神
社
祭
祀
令
モ
、

右
ノ
主
旨
ニ
基
キ
、
傍
ラ
皇
室
祭
祀
令
ヲ
準
拠
ト
シ
テ
立
案

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

セ

ラ
レ
タ
ル
ナ
リ
（
傍
点
筆
者
）

右
の
第
一
条
よ
り
皇
室
祭
祀
令
に
な
ら
い
神
社
祭
祀
に
関
す
る
法
令

が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
第
六
条
を
左
に
掲
げ

る
。

従
来
大
祭
中
祈
年
新
嘗
ト
例
祭
ト
ノ
間
ニ
多
少
ノ
軽
重
ア
リ
テ
、

例
祭
式
最
モ
重
視
セ
ラ
レ
随
テ
官
国
幣
ノ
別
ハ
例
祭
式
ニ
於
テ

之
カ
区
分
セ
ラ
レ
タ
リ
、
然
レ
ト
既
ニ
祭
祀
令
ニ
於
テ
三
祭
ヲ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

等
シ
ク
大
祭
ニ
列
セ
ラ
レ
シ
以
上
、
祭
式
モ
通
シ
テ
同
一
ノ
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
拠
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
改
マ
レ
リ
、
又
幣
ニ
宮
国
ノ
別
ア
リ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

雖
ト
モ
、
必
シ
モ
祭
式
ノ
上
ニ
之
カ
区
分
ヲ
置
ク
ノ
要
ナ
ケ
レ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ハ
、
官
幣
社
ト
国
幣
社
ノ
例
祭
式
ヲ
同
一
ニ
ス
ル
コ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ゝ
ナ
レ

リ
、
此
ノ
如
ク
祭
式
ヲ
統
一
シ
タ
ル
ト
共
ニ
、
三
祭
ヲ
通
シ
宮

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

司
供
進
使
並
ニ
祝
詞
ヲ
奏
上
ス
ル
コ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
改
マ
リ
ヌ
、
是
又
従

前
ノ
如
ク
何
レ
カ
其
ノ
一
方
ノ
ミ
ニ
止
マ
ル
ハ
、
祭
祀
ヲ
行
フ

上
ニ
於
テ
多
少
不
備
ノ
点
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
、
且
ツ
宮
司
供
進
使

ノ
二
者
ハ
夫
々
其
ノ
職
分
ヲ
異
ニ
セ
ル
ヲ
以
テ
、
各
々
其
ノ
職

司
ニ
応
シ
テ
奏
上
ノ
詞
ア
ル
ヲ
最
モ
適
当
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ニ

依
ル
ナ
リ
、
随
テ
府
県
社
以
下
神
社
ニ
ア
リ
テ
モ
、
如
上
ノ
主

旨
ニ
依
リ
、
当
該
神
職
ノ
祝
詞
奏
上
ト
共
ニ
供
進
使
モ
亦
之
ヲ

奏
上
ス
ル
コ
ト
ゝ
ナ
レ
リ
、
尚
各
社
ノ
例
祭
ニ
ハ
祭
式
ニ
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

セ
ル
次
第
ノ
外
古
来
行
ヒ
来
リ
テ
廃
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
神
事
モ
ア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

レ
ハ
、
雑
則
ニ
於
テ
「
例
祭
ニ
際
シ
古
例
ノ
神
事
ア
ル
モ
ノ
ハ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
ト
シ
テ
祭
典
上
ニ
融
通
ノ
途
ヲ
開
キ
タ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リ0

（
傍
点
筆
者
）

こ
の
第
六
条
か
ら
は
祭
式
の
同
一
化
・
統
一
化
と
と
も
に
官
国
幣
社

の
秩
序
を
再
編
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
て
と
れ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
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は
地
方
団
体
よ
り
差
遣
さ
れ
る
供
進
使
（
幣
帛
供
進
使
）
で
あ
る
。

当
条
末
尾
の
但
し
書
き
は
統
一
祭
式
の
例
外
事
項
と
し
て
「
古
例
ノ

神
事
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
勅
使
」
と
い
う
言
葉
こ
そ

な
い
が
勅
使
参
向
の
官
社
例
祭
へ
の
配
慮
が
窺
え
る
。
も
と
も
と
神

社
の
祭
祀
に
お
い
て
例
祭
は
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
全
国
神

社
の
中
核
と
な
る
官
社
の
例
祭
に
お
け
る
官
幣
・
国
幣
の
区
分
に
替

わ
り
将
来
的
に
勅
使
・
供
進
使
の
区
分
を
設
け
る
た
め
の
布
石
で
あ

る
、
と
当
条
は
推
察
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
官
社
の
な
か
に
お
い
て
も

特
に
勅
使
参
向
の
神
社
の
例
祭
は
皇
室
祭
祀
の
延
長
線
上
に
あ
り
、

そ
の
祭
式
の
法
制
化
は
大
正
三
年
以
降
の
課
題
と
さ
れ
た
。

　

さ
て
神
社
本
庁
に
は
、
宮
地
直
一
が
作
成
し
た
「
祭
祀
令
並
神
社

祭
式
ノ
改
正
ニ
関
ス
ル
調
査　

第
一
」（
以
下
、「
祭
祀
祭
式
改
定
調

査
」）
な
る
報
告
書
（
謄
写
版
十
三
丁
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
当
該

報
告
書
は
作
成
日
時
不
明
な
が
ら
も
内
容
か
ら
し
て
大
正
十
四
年
前

後
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
大
綱
は
次
の
よ
う
に
締
め
括
ら
れ

て
い
る
。

按
ズ
ル
ニ
明
治
八
年
ノ
神
社
祭
式
ハ
簡
約
ニ
シ
テ
行
ハ
レ
易
ク

時
勢
ニ
適
応
ス
ル
ヲ
主
ト
シ
大
正
ノ
祭
祀
令
及
ビ
神
社
祭
式
ニ

至
リ
テ
大
ニ
不
備
ヲ
補
フ
ト
コ
ロ
ア
リ
府
県
社
以
下
神
社
ヲ
モ

包
含
シ
テ
其
ノ
内
容
具
備
ス
ル
ニ
至
レ
リ
ト
雖
モ
尚
遺
漏
シ
テ

他
日
ノ
補
修
ニ
俟
ツ
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
加
フ
ル
ニ
爾
後
ニ
於
ケ
ル

時
勢
ノ
進
運
ハ
之
ヲ
以
テ
満
足
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ナ
ホ
是
ヨ
リ

先
明
治
四
十
一
年
皇
室
祭
祀
令
ノ
発
布
セ
ラ
ル
ヽ
ア
リ
相
互
ノ

関
係
ニ
就
キ
テ
モ
考
慮
ヲ
要
ス
ル
点
ナ
キ
ニ
非
ズ
仍
テ
此
ニ
現

ニ
問
題
ト
ナ
レ
ル
諸
点
茲
ニ
今
後
ノ
研
究
ヲ
必
要
ト
ス
ル
条
ヲ

挙
ゲ
以
テ
参
考
ノ
一
端
ニ
供
セ
ム
ト
ス

右
に
つ
づ
き
大
項
目
と
し
て
「
一
、
神
宮
ノ
祭
祀
」「
二
、
官
国
幣

社
以
下
神
社
ノ
祭
祀
」「
三
、
宮
内
省
関
係
事
項
」
が
掲
げ
ら
れ
、

大
項
目
第
三
「
宮
内
省
関
係
事
項
」
に
は
四
つ
の
小
項
目
が
並
ぶ
。

す
な
わ
ち
「
一
、
親
告
又
ハ
親
謁
ニ
関
ス
ル
規
定
」「
二
、
奉
幣
ニ

関
ス
ル
規
定
」「
三
、
神
宮
ノ
遷
宮
祭
」「
四
、
祭
式
」
で
あ
る
。
最

後
の
小
項
目
第
四
「
祭
式
」
の
内
容
を
以
下
に
示
す
。

神
宮
並
官
国
幣
社
祭
式
ハ
内
務
大
臣
ノ
之
ヲ
定
ム
ベ
キ
コ
ト
祭

祀
令
ニ
ヨ
リ
テ
明
白
ニ
シ
テ
仍
テ
大
正
三
年
神
社
祭
式
ヲ
定
メ

次
イ
デ
神
宮
祭
式
ヲ
制
定
セ
ム
ト
ス
ル
見
込
ナ
ル
ガ
ナ
ホ
同
年

以
降
神
宮
祭
祀
令
第
七
条
、
官
国
幣
社
以
下
神
社
祭
祀
令
第
七

条
ニ
ヨ
リ
臨
時
ニ
祭
式
ヲ
発
布
セ
ル
モ
ノ
ヽ
中
宮
内
省
ト
関
係

ア
ル
ハ
左
ノ
如
シ

さ
ら
に
右
に
つ
づ
き
十
三
の
臨
時
祭
式
が
掲
げ
ら
れ
る
。
神
宮
ニ
即

位
礼
並
大
嘗
祭
期
日
奉
告
ノ
儀
・
神
宮
ニ
大
嘗
祭
当
日
奉
幣
ノ
儀
・

神
宮
ニ
即
位
礼
後
親
謁
ノ
儀
当
日
大
御
饌
祭
ノ
儀
・
官
国
幣
社
ニ
大

嘗
祭
当
日
奉
幣
ノ
儀
・
神
宮
ニ
立
太
子
礼
当
日
奉
幣
ノ
儀
・
神
宮
ニ

神
宝
奉
納
ノ
儀
・
神
宮
ニ
皇
室
典
範
増
補
制
定
ニ
付
奉
幣
ノ
儀
・
神

宮
ニ
平
和
克
復
親
告
ノ
儀
・
官
国
幣
社
ニ
平
和
克
復
奉
告
ノ
儀
・
明
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治
神
宮
例
祭
式
・
神
宮
ニ
皇
太
子
殿
下
御
結
婚
誓
約
ノ
儀
・
神
宮
ニ

関
東
地
方
地
震
奉
告
ノ
儀
・
神
宮
ニ
虎
門
事
件
奉
告
ノ
儀
で
あ
る
。

そ
の
内
訳
は
神
宮
関
係
が
十
一
、
神
社
関
係
が
二
で
あ
る
。
当
時
準

備
さ
れ
て
い
た
「
神
宮
祭
式
」
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
十
一
の
神
宮

臨
時
祭
の
う
ち
恒
例
祭
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
神
社
関
係
の
臨
時
祭
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
明
治

神
宮
例
祭
式
」
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
以
下
の
二
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
当
該
省
令
が
勅
使
参
向
神
社
の
例
祭
式
と

し
て
、
初
め
て
内
務
省
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
法
令
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
他
の
勅
祭
社
の
例
祭
式
す
な
わ
ち
大
正

十
五
年
五
月
十
日
内
務
省
令
第
十
二
号
「
官
幣
大
社
氷
川
神
社
官
幣

大
社
熱
田
神
宮
官
幣
大
社
出
雲
大
社
官
幣
大
社
橿
原
神
宮
及
官
幣
大

社
明
治
神
宮
例
祭
式
制
定
ノ
件
」（
以
下
、
内
務
省
令
「
勅
祭
社
例
祭

式
」）
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。

二
　「
明
治
神
宮
例
祭
式
」
か
ら
「
勅
祭
社
例
祭
式
」
へ

　

前
節
の
「
祭
祀
祭
式
改
定
調
査
」
は
左
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
い
る
。

祭
祀
令
制
定
以
前
ノ
慣
行
ニ
ヨ
リ
依
然
ト
シ
テ
宮
内
省
ニ
於
テ

祭
式
ヲ
定
メ
本
省
（
内
務
省
、
筆
者
註
）
ノ
之
ニ
関
セ
ザ
ル
ア
リ

即
チ
左
ノ
如
シ

一
、
官
国
幣
社
ノ
昇
格
祭
神
増
加
等
奉
告
祭

二
、
官
幣
大
社
賀
茂
別
雷
神
社
・
同
賀
茂
御
祖
神
社
・
同
石
清

水
八
幡
宮
・
同
春
日
神
社
例
祭

三
、
官
幣
大
社
氷
川
神
社
・
同
熱
田
神
宮
・
同
出
雲
大
社
・
同

橿
原
神
宮
例
祭

右
ノ
中
第
二
ハ
明
治
十
七
八
年
ノ
交
旧
儀
ヲ
再
興
セ
ラ
レ
旧
儀

ニ
ヨ
リ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
神
社
祭
式
六
雑
則
ニ
「
一
官
幣

大
社
ニ
シ
テ
特
別
ノ
定
例
ア
ル
モ
ノ
ハ
之
ニ
依
ル
」
ト
ア
ル
ハ

即
チ
之
ヲ
斥
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
而
シ
テ
是
等
ノ
祭
祀
ニ
関
シ

テ
ハ
神
社
祭
式
制
定
ノ
当
時
ニ
於
テ
除
外
例
ヲ
設
ケ
之
ニ
係
ハ

ラ
ザ
ル
コ
ト
ヽ
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
其
後
大
正
六
年
ヨ
リ
勅
使
参
向

ノ
例
ヲ
開
カ
レ
タ
ル
熱
田
・
出
雲
・
橿
原
三
社
ノ
例
祭
ニ
至
ツ

テ
モ
本
省
ニ
於
テ
ハ
別
ニ
祭
式
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
宮
内
省
ヨ

リ
之
ヲ
制
定
シ
来
レ
リ
而
シ
テ
大
正
九
年
官
幣
大
社
明
治
神
宮

ノ
鎮
座
ニ
至
リ
初
メ
テ
内
務
省
令
ヲ
以
テ
例
祭
式
ヲ
規
定
セ
ラ

ル
ヽ
ニ
及
ベ
リ

右
に
よ
れ
ば
、
内
務
省
が
宮
内
省
に
配
慮
し
た
た
め
、
内
務
省
令

「
神
社
祭
式
」
に
お
い
て
は
勅
祭
に
関
す
る
規
定
が
「
雑
則
」
と
し

て
例
外
的
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
あ
る
意
味
に
お
い

て
不
備
な
状
態
に
あ
っ
た
勅
祭
社
の
例
祭
に
関
す
る
規
定
が
「
明
治

神
宮
例
祭
式
」
制
定
を
き
っ
か
け
に
本
格
的
に
検
討
さ
れ
始
め
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

大
正
二
年
十
二
月
二
十
日
、
明
治
天
皇
奉
祀
に
関
し
勅
令
第
三
百

八
号
に
よ
り
神
社
奉
祀
調
査
会
官
制
が
公
布
さ
れ
た
。 

宮
地
直
一
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は
鎮
座
二
十
年
の
座
談
会
に
お
い
て
、

会
長
は
官
制
に
よ
つ
て
当
時
の
原
内
務
大
臣
が
之
に
当
ら
れ
、

委
員
に
は
蜂
須
賀
侯
爵
外
各
方
面
に
於
け
る
名
士
、
権
威
二
十

有
七
名
の
人
が
任
命
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
調
査
会
に

於
き
ま
し
て
は
別
に
専
門
家
を
委
託
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項

に
つ
い
て
慎
重
審
議
せ
ら
れ
た（

（
（

と
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
に
よ
れ
ば
、

調
査
会
の
会
合
は
、
特
別
委
員
会
及
び
調
査
総
会
の
二
種
と
し
、

前
者
は
神
社
の
規
模
様
式
、
神
宝
装
飾
、
社
名
、
境
内
、
造
営

経
費
等
の
各
項
に
亙
り
て
、
学
術
的
調
査
を
行
ひ
、
後
者
は
其

の
成
案
に
よ
り
て
之
を
審
議
し
、
然
る
後
始
め
て
大
体
の
造
営

方
針
を
決
定
し
、
此
中
重
要
な
る
事
項
は
、
上
奏
し
て
御
内
定

を
仰
ぐ
も
の
と
せ
り（

（
（

と
特
別
委
員
会
お
よ
び
調
査
総
会
の
役
割
り
を
明
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
神
社
奉
祀
調
査
会
は
、
大
正
二
年
十
二
月
二
十
日
官
制
公
布

以
来
、
同
三
年
十
一
月
に
至
る
ま
で
、
調
査
総
会
を
開
き
て
重
要
な

る
事
項
を
議
了
す
る
こ
と
二
十
件
、
特
別
委
員
会
に
於
て
、
部
門
に

亙
り
て
細
密
な
る
調
査
を
遂
げ
、
審
議
を
な
す
こ
と
、
大
正
三
年
五

月
よ
り
十
月
に
至
る
ま
で
十
一
回
、
斯
く
し
て
祭
神
、
社
名
、
社
号
、

社
格
、
鎮
座
地
、
例
祭
日
、
社
殿
、
神
宝
装
飾
、
境
内
地
等
の
諸
項

及
び
造
営
並
に
維
持
の
経
費
等
総
べ
て
創
立
に
関
す
る
各
般
事
項
の

調
査
を
完
了（

（
（

」
し
た
。
現
在
、
明
治
神
宮
に
は
特
別
委
員
会
に
よ
る

報
告
書
『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会
報
告
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
「
三
、
例
祭
日
勅
使
発
遣
ニ
関
ス
ル
件
」
に
は
特
別
委
員

会
の
調
査
結
果
が
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

例
祭
日
ニ
ハ
勅
使
ヲ
発
遣
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
御
治
定
ヲ
仰
ク
ヲ

以
テ
最
適
当
ナ
リ
ト
認
ム
／
謹
テ
按
ス
ル
ニ
現
今
ノ
制
例
祭
ニ

当
リ
勅
使
発
遣
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
神
社
ハ
官
幣
大
社
賀
茂
別
雷
神

社
、
同
賀
茂
御
祖
神
社
、
同
男
山
八
幡
宮
、
同
春
日
神
社
、
同

氷
川
神
社
、
別
格
官
幣
社
靖
国
神
社
ノ
六
社
ニ
シ
テ
何
レ
モ
特

別
ノ
由
緒
ア
ル
神
社
ニ
限
レ
リ
明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
ニ
於
テ
モ

是
等
神
社
ノ
例
ニ
ヨ
リ
例
祭
日
ニ
ハ
勅
使
ヲ
発
遣
セ
ラ
レ
祭
祀

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
鄭
重
ニ
セ

0

0

0

0

0

ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
御
治
定
ヲ
仰
ク
ヲ
以
テ
適
当
ナ
リ

ト
思
惟
ス（

（
（

（
傍
点
筆
者
）

右
報
告
を
受
け
調
査
総
会
で
は
左
の
ご
と
く
決
定
し
た
。

現
今
例
祭
日
に
勅
使
の
差
遣
あ
る
神
社
に
就
て
、
其
の
由
緒
を

按
ず
る
に
、
官
幣
大
社
賀
茂
別
雷
神
社
、
同
賀
茂
御
祖
神
社
の

如
く
、
曽
て
王
城
鎮
護
の
神
と
し
て
二
十
二
社
の
上
位
に
列
し
、

朝
廷
の
尊
崇
特
に
篤
き
も
の
あ
り
、
同
石
清
水
八
幡
宮
の
如
く
、

同
じ
く
二
十
二
社
の
上
位
に
列
し
、
朝
野
の
崇
敬
篤
く
、
皇
室

の
氏
神
と
仰
が
れ
、
其
の
祭
事
に
は
行
幸
に
准
じ
て
上
卿
、
参

議
等
を
派
遣
せ
ら
れ
し
も
の
あ
り
、
同
春
日
神
社
の
如
く
、
藤

原
氏
の
氏
神
に
し
て
二
十
二
社
の
一
に
列
し
、
古
来
朝
廷
の
尊

崇
甚
だ
篤
く
、
例
祭
に
は
上
卿
並
に
近
衛
使
を
派
遣
し
て
、
奉
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幣
せ
し
め
ら
れ
し
も
の
あ
り
、
同
熱
田
神
宮
の
如
く
、
三
種
の

神
器
の
一
な
る
草
薙
神
剣
を
奉
斎
せ
る
に
よ
り
て
、
特
別
の
待

過マ
マ

あ
ら
せ
ら
る
ゝ
も
の
あ
り
、
同
氷
川
神
社
の
如
く
武
蔵
国
の

一
宮
に
し
て
明
治
元
年
先
帝
の
親
し
く
行
幸
あ
り
て
、
祭
祀
を

行
ひ
給
ひ
、
爾
後
永
く
奉
幣
せ
し
む
べ
し
と
、
勅
諚
あ
ら
せ
ら

れ
た
る
も
の
あ
り
、
或
は
別
格
官
幣
社
靖
国
神
社
の
如
く
、
維

新
前
よ
り
の
殉
国
者
を
祀
り
て
、
行
幸
又
は
勅
使
差
遣
の
典
に

預
れ
る
も
の
あ
り
。
か
く
何
れ
も
古
来
及
び
近
時
の
特
別
由
緒

あ
る
神
社
に
限
ら
れ
た
り
。
／
さ
れ
ば
明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
に

あ
り
て
も
、
例
祭
日
に
勅
使
の
差
遣
を
請
ひ
、
以
て
祭
祀
を
鄭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

重
に
せ

0

0

0

ら
る
ゝ
こ
と
を
適
当
と
す
る
旨
、
大
正
三
年
七
月
二
日

の
神
社
奉
祀
調
査
会
に
於
て
、
其
の
決
定
を
見
る
に
至
れ
り（

（
（

（
傍
点
筆
者
）

右
決
定
に
よ
れ
ば
、
調
査
総
会
に
お
い
て
も
特
別
委
員
会
の
報
告
に

異
論
は
な
く
、
例
祭
日
に
勅
使
を
発
遣
し
祭
祀
を
鄭
重
に
行
う
こ
と

が
適
当
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
鄭
重
な
る
祭
祀
の
具
体
的
内
容

す
な
わ
ち
祭
式
に
つ
い
て
は
特
に
検
討
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
今
後
の

検
討
課
題
と
さ
れ
た
ら
し
い
。

　

さ
て
神
社
奉
祀
調
査
会
の
活
動
期
間
中
、
大
正
三
年
三
月
二
十
七

日
に
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
が
制
定
さ
れ
官
国
幣
社
の
祈
年
新
嘗

お
よ
び
例
祭
の
三
大
祭
に
は
地
方
長
官
が
幣
帛
供
進
使
と
し
て
参
向

し
御
幣
物
を
奉
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
内
務
省
神
社
局
考
證
課
に

お
い
て
荻
野
仲
三
郎
・
宮
地
直
一
と
と
も
に
法
令
制
定
の
立
案
を
し

た
八
束
清
貫
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

次
に
祭
式
制
定
の
場
合
、
難
問
の
一
は
宮
内
省
か
ら
下
附
の
御

幣
物
に
関
す
る
事
項
を
内
務
省
令
で
定
め
る
こ
と
の
可
否
如
何
、

又
そ
の
捧
持
者
の
名
称
如
何
に
つ
い
て
で
あ
つ
た
。
前
件
は
兎

に
角
神
社
祭
祀
は
内
務
省
の
所
管
事
項
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
こ

と
で
解
決
し
た
が
、
後
件
に
つ
い
て
は
な
か
〳
〵
決
ま
ら
な
か

つ
た
。
宮
内
省
下
附
の
御
幣
物
を
宮
内
省
職
員
で
も
な
い
地
方

長
官
の
参
向
に
対
し
て
奉
幣
使
と
す
る
の
は
至
当
で
な
い
と
い

ふ
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
も
そ
の
通
り
だ
。
と
い
ふ
の
で
、
結
局

「
幣
帛
供
進
使
」
と
い
ふ
新
名
称
が
案
出
さ
れ
た
。
な
ほ
「
使
」

の
語
に
疑
義
が
残
つ
た
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
で
落
着
か
せ
た
の

で
あ
つ
た（

（
（

こ
の
よ
う
に
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
制
定
さ
れ
た
官
国
幣
社
例
祭
式

（
祈
年
祭
式
、
新
嘗
祭
式
と
共
通
）
が
大
正
九
年
十
月
二
十
九
日
の
内
務

省
令
「
明
治
神
宮
例
祭
式
制
定
ノ
件
」（
以
下
、
内
務
省
令
「
明
治
神

宮
例
祭
式
」）
の
叩
臺
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
表
1

に
い
ず
れ
も
大
正
時
代
に
ま
と
ま
っ
た
例
祭
式
を
掲
げ
る
。
表
中
上

か
ら
、
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
中
の
例
祭
式
（
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
と

共
通
）
で
①
、
つ
ぎ
に
内
務
省
令
「
明
治
神
宮
例
祭
式
」
で
②
、
つ

づ
い
て
同
省
令
を
も
と
に
用
意
さ
れ
た
「
例
祭
式
次
第（

（
（

」
で
③
、
そ

し
て
最
後
に
内
務
省
令
「
勅
祭
社
例
祭
式
」
で
④
と
丸
数
字
を
振
り
、
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表
1
　
例
祭
式
比
較

行
事

①
大
正
三
年
省
令
神
社
祭
式
「
例
祭
式
」

②
大
正
九
年
省
令
「
明
治
神
宮
例
祭
式
」

③
祭
典
記
録
「
例
祭
式
次
第
」

④
大
正
十
五
年
省
令
「
勅
祭
社
例
祭
式
」

鋪
設

当
日
早
旦
社
殿
ヲ
装
飾
ス

当
日
早
旦
社
殿
ヲ
装
飾
ス

当
日
早
旦
社
殿
ヲ
装
飾
ス

当
日
早
旦
社
殿
ヲ
装
飾
ス

宮
司

著
座

時
刻
宮
司
以
下
所
定
ノ
座
ニ
著
ク

時
刻
宮
司
以
下
所
定
ノ
座
ニ
著
ク

午
前
九
時
十
分
宮
司
以
下
所
定
ノ
席
ニ
著

ク

時
刻
宮
司
以
下
所
定
ノ
座
ニ
著
ク

次
幣
帛
供
進
使
参
進
〈
是
ヨ
リ
先
手
水
ノ

儀
ア
リ
〉

次
地
方
長
官
参
進

　
　

是
ヨ
リ
先
手
水
ノ
儀
ア
リ

次
幣
帛
供
進
使
祓
所
ニ
著
ク

次
修
祓
〈
先
ツ
御
幣
物
次
幣
帛
供
進
使
及

随
員
〉

次
修
祓

官
著
座
次
幣
帛
供
進
使
所
定
ノ
座
ニ
著
ク

次
ニ
十
分
地
方
官
所
定
ノ
席
ニ
著
ク

次
地
方
長
官
所
定
ノ
座
ニ
著
ク

次
御
幣
物
辛
櫃
ヲ
便
宜
ノ
所
ニ
置
ク
〈
幣

帛
供
進
使
随
員
副
フ
〉

次
宮
司
諸
事
辨
備
セ
ル
由
ヲ
幣
帛
供
進
使

ニ
申
ス

開
扉

次
宮
司
御
扉
ヲ
開
キ
畢
リ
テ
側
ニ
候
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

次
宮
司
御
扉
ヲ
開
キ
畢
リ
テ
側
ニ
候
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

次
宮
司
権
宮
司
御
扉
ヲ
開
キ
畢
テ
宮
司
側

ニ
候
ス
〈
此
間
奏
楽
笏
拍
子
一
起
立
笏

拍
子
一
復
座
〉

次
宮
司
御
扉
ヲ
開
キ
畢
リ
テ
側
ニ
候
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

献
饌

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
供
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
供
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
供
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
供
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

祝
詞

奏
上

次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス

次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス

次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス
〈
笏
拍
子
一
起
立
笏

拍
子
一
復
座
〉

次
宮
司
祝
詞
ヲ
奏
ス

次
勅
使
御
幣
物
ヲ
奉
シ
テ
参
進
〈
神
職
前

導
〉

　
　

是
ヨ
リ
先
手
水
ノ
儀
ア
リ

次
修
祓
〈
先
ツ
御
幣
物
次
勅
使
及
随
員
〉

次
勅
使
参
進
所
定
ノ
座
ニ
著
ク
〈
神
職
前

導
〉

午
前
十
時
勅
使
所
定
ノ
席
ニ
著
ク
〈
神
職

前
導
〉

次
勅
使
所
定
ノ
座
ニ
著
ク
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是
ヨ
リ
先
修
祓
ノ
儀
ア
リ

次
御
幣
物
辛
櫃
ヲ
便
宜
ノ
所
ニ
置
ク
〈
勅

使
随
員
相
副
フ
〉

幣
物

案
置

次
幣
帛
供
進
使
随
員
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ

出
シ
仮
ニ
案
上
ニ
置
ク
〈
案
ハ
豫
メ
便

宜
ノ
所
ニ
設
ク
〉

次
勅
使
随
員
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
仮

ニ
案
上
ニ
置
ク
〈
案
ハ
豫
メ
便
宜
ノ
所

ニ
設
ク
〉

次
勅
使
随
員
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
仮

ニ
案
上
ニ
置
ク

次
勅
使
随
員
御
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ
仮

ニ
案
上
ニ
置
ク
〈
案
ハ
豫
メ
便
宜
ノ
所

ニ
設
ク
〉

献
幣

次
宮
司
御
幣
物
ヲ
奉
ル

次
宮
司
御
幣
物
ヲ
奉
ル

次
宮
司
御
幣
物
ヲ
奉
ル

次
宮
司
御
幣
物
ヲ
奉
ル

祭
文

奏
上

次
幣
帛
供
進
使
祝
詞
ヲ
奏
ス

次
勅
使
進
ミ
テ
御
祭
文
ヲ
奏
シ
訖
テ
宮
司

ニ
授
ク

次
勅
使
進
ミ
テ
御
祭
文
ヲ
奏
シ
訖
テ
宮
司

ニ
授
ク
〈
此
間
奏
楽
笏
拍
子
一
起
立
笏

拍
子
一
復
座
〉

次
勅
使
御
祭
文
ヲ
奏
ス

次
宮
司
御
祭
文
ヲ
神
前
ニ
納
ム
訖
テ
勅
使

ニ
反
命
ス

次
宮
司
御
祭
文
ヲ
神
前
ニ
納
ム
訖
テ
勅
使

ニ
反
命
ス

次
宮
司
御
祭
文
ヲ
受
ケ
之
ヲ
神
前
ニ
納
メ

畢
リ
テ
勅
使
ニ
反
命
ス

次
勅
使
退
出
〈
神
職
前
導
〉

次
勅
使
退
出
〈
神
職
前
導
〉

次
勅
使
退
出
〈
神
職
前
導
〉

拝
礼

次
幣
帛
供
進
使
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼
〈
玉

串
ハ
主
典
之
ヲ
附
ス
〉

次
地
方
官
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼
〈
玉
串
ハ

随
員
之
ヲ
附
ス
〉

次
地
方
官
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼
〈
玉
串
ハ

随
員
之
ヲ
附
ス
〉

次
地
方
長
官
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼

次
幣
帛
供
進
使
随
員
拝
礼

次
宮
司
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼
〈
玉
串
ハ
主

典
之
ヲ
附
ス
〉

次
宮
司
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼

次
宮
司
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼
〈
玉
串
ハ
主

典
之
ヲ
附
ス
〉

次
宮
司
玉
串
ヲ
奉
リ
テ
拝
礼

次
権
宮
司
若
ク
ハ
禰
宜
以
下
拝
礼

次
権
宮
司
以
下
拝
礼

次
権
宮
司
以
下
拝
礼

次
権
宮
司
若
ハ
禰
宜
以
下
拝
礼

撤
幣

次
権
宮
司
若
ク
ハ
禰
宜
以
下
御
幣
物
ヲ
撒

ス

次
権
宮
司
以
下
御
幣
物
ヲ
撒
ス

次
禰
宜
以
下
御
幣
物
神
饌
ヲ
撤
ス
〈
此
間

奏
楽
〉

次
権
宮
司
若
ハ
禰
宜
以
下
御
幣
物
ヲ
撤
ス

撤
饌

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
撤
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
撤
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

次
禰
宜
以
下
神
饌
ヲ
撒
ス
〈
此
間
奏
楽
〉

閉
扉

次
宮
司
御
扉
ヲ
閉
チ
畢
リ
テ
本
座
ニ
復
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

次
宮
司
御
扉
ヲ
閉
チ
畢
リ
テ
本
座
ニ
復
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

次
ニ
宮
司
権
宮
司
御
扉
ヲ
閉
チ
畢
テ
本
席

ニ
復
ス
〈
此
間
奏
楽
笏
拍
子
一
起
立
笏

拍
子
一
復
座
〉

次
宮
司
御
扉
ヲ
閉
チ
畢
リ
テ
本
座
ニ
復
ス

〈
此
間
奏
楽
〉

次
官
司
祭
儀
畢
レ
ル
由
ヲ
幣
帛
供
進
使
ニ

申
ス

退
出

次
各
退
出

次
各
退
出

次
各
退
出

次
各
退
出



近代における神社祭祀と宮中年中行事（竹内）99

以
下
に
丸
数
字
①
②
③
④
を
も
っ
て
参
照
す
る
。

　

そ
れ
で
は
表
1
に
掲
げ
た
①
②
③
④
を
上
か
ら
順
に
比
較
検
討
す

る
。
ま
ず
①
の
幣
帛
供
進
使
の
役
割
り
と
②
③
④
に
共
通
す
る
勅
使

の
役
割
り
の
違
い
に
注
目
す
る
。
①
の
式
次
第
に
お
い
て
幣
帛
供
進

使
は
宮
司
か
ら
開
扉
前
に
準
備
万
端
が
整
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
、

閉
扉
後
に
無
事
終
了
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
祭
典
全
体
を

奉
行
す
る
上
卿
的
な
役
割
り
を
幣
帛
供
進
使
が
担
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
②
③
④
に
お
い
て
勅
使
は
、
宮
司
の
祝
詞
奏
上

後
、
御
幣
物
と
と
も
に
参
入
し
、
宮
司
の
献
幣
後
、
祭
文
を
奏
上
し
、

諸
員
拝
礼
の
前
に
退
出
し
て
し
ま
う
。
勅
使
は
、
宣
命
使
・
奉
幣
使

に
限
定
し
た
役
割
り
を
担
う
の
み
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
②
と
③
の
相
違

に
注
目
す
る
。
②
に
は
地
方
官
著
座
（
あ
る
い
は
著
席
）
の
次
第
が

な
く
開
扉
の
時
機
が
不
明
で
あ
る
た
め
③
で
補
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
開
閉
扉
に
権
宮
司
が
奉
仕
す
る
の
が
目
に
付
く
が
、
明

治
四
十
年
の
内
務
省
告
示
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
に
お
い
て
宮

司
・
権
宮
司
の
二
人
奉
仕
に
よ
る
開
閉
扉
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

違
叛
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
「
念
押
し
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
確
認
の
意
味
を
こ
め
て
式
次
第
に
二
人
奉
仕
を
明
示
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
一
条
実
輝
・
鈴
木
松
太
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
宮
司
・
権

宮
司
に
任
命
さ
れ
た
の
が
同
月
八
日
の
こ
と
で
あ
り
準
備
期
間
も
短

か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
③
に
お
い
て
開
閉
扉
と
祝
詞
奏
上
の

開
始
・
終
了
の
合
図
に
笏
拍
子
を
拍
つ
の
は
社
殿
の
構
造
上
必
要
と

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
②
と
④
と
を
比
較
す
る
。
両
者
の
違
い
は
地
方
官
の
修

祓
・
著
座
の
明
記
と
、
御
幣
物
・
御
祭
文
に
対
す
る
扱
い
で
あ
る
。

地
方
官
関
係
に
つ
い
て
は
省
略
し
御
幣
物
・
御
祭
文
に
対
す
る
扱
い

の
み
以
下
に
考
察
す
る
。
ま
ず
②
に
お
い
て
御
幣
物
の
祓
い
は
不
明

瞭
で
、
た
だ
「
勅
使
参
進
」
に
つ
づ
い
て
「
是
ヨ
リ
先
修
祓
ノ
儀
ア

リ
」
と
記
述
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
④
に
お
い
て
は
御
幣

物
→
勅
使
・
随
員
と
祓
う
順
序
が
明
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
御
幣
物

辛
櫃
」
の
置
き
場
所
も
「
便
宜
ノ
所
」
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ぎ
に
勅
使
が
奏
上
し
た
あ
と
の
御
祭
文
の
行
方
で
あ
る
が
、

②
で
は
勅
使
が
宮
司
の
も
と
に
授
け
る
が
、
④
で
は
宮
司
が
進
ん
で

勅
使
の
と
こ
ろ
に
受
け
取
り
に
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

御
幣
物
・
御
祭
文
と
も
に
、
よ
り
鄭
重
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
保

證
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
大
正
時
代
に
制
定
さ
れ
た
内
務
省
管
下
の
官
国
幣
社
例
祭

式
、
特
に
勅
使
参
向
の
例
祭
式
を
比
較
検
討
し
た
。
小
括
す
れ
ば
、

明
治
神
宮
の
例
祭
式
制
定
を
通
し
て
、
勅
使
が
参
向
す
る
祭
祀
と
し

て
よ
り
相
応
し
い
鄭
重
な
祭
式
が
考
案
さ
れ
、
氷
川
・
熱
田
・
出

雲
・
橿
原
の
各
神
社
に
展
開
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

三
　
三
勅
祭
と
宮
中
年
中
行
事

　

大
正
三
年
の
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
に
お
い
て
「
官
幣
大
社
ニ
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シ
テ
特
別
ノ
定
例
ア
ル
モ
ノ
ハ
之
ニ
依
ル
」
と
し
て
対
象
外
と
さ
れ

た
賀
茂
・
男
山
（
石
清
水
）・
春
日
の
三
勅
祭
は
同
十
五
年
の
内
務
省

令
「
勅
祭
社
例
祭
式
」
に
お
い
て
も
ま
た
対
象
外
と
さ
れ
た
。
そ
の

三
勅
祭
は
明
治
十
七
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
旧
儀
が
再
興
さ
れ
、
宮

内
省
に
お
い
て
そ
の
式
次
第
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
旧
儀
再
興
ま
で
の
明
治
前
期
に
お
け
る
三
勅
祭
の
沿
革
を

確
認
し
て
お
こ
う
（
表
2
参
照
）。

　

明
治
十
六
年
九
月
二
十
二
日
に
は
、
宮
内
省
支
庁
の
設
置
が
御
裁

可
と
な
り
賀
茂
男
山
両
祭
の
旧
儀
再
興
が
決
し
た
。
こ
の
件
に
関
し

『
明
治
天
皇
紀
』
に
は
左
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

京
都
に
宮
内
省
支
庁
を
置
き
、
書
記
官
・
御
用
掛
・
掌
典
等
を

勤
務
せ
し
め
、
又
京
都
御
所
殿
舎
の
布
設
等
に
従
事
せ
し
め
ん

が
た
め
、
特
に
殿
掌
・
殿
部
・
殿
丁
を
置
く
、
京
都
宮
闕
保
存

の
こ
と
仰
出
さ
れ
、
事
務
漸
く
繁
劇
を
加
へ
た
る
を
以
て
な
り

（
割
註
略
）
／
賀
茂
・
男
山
両
祭
の
旧
儀
を
再
興
し
、
明
年
よ
り

之
れ
を
行
は
し
め
、
宮
内
省
に
合
し
て
諸
事
を
取
扱
は
し
む
、

賀
茂
・
男
山
の
両
社
は
古
来
朝
廷
の
崇
敬
特
に
厚
く
、
其
の
祭

祀
は
官
祭
と
し
て
共
に
奉
幣
勅
使
差
遣
の
事
あ
り
、
其
の
儀
式

頗
る
荘
重
を
極
め
、
京
都
の
北
祭
・
南
祭
を
以
て
称
せ
ら
る
、

維
新
以
後
諸
儀
廃
絶
し
、
勅
使
差
遣
の
事
あ
る
も
一
般
神
社
奉

幣
の
例
に
異
な
る
こ
と
な
し
、
是
れ
よ
り
先
、
右
大
臣
岩
倉
具

視
が
京
都
皇
宮
保
存
の
議
を
上
り
、
京
都
繁
栄
の
道
を
講
ず
る

表
2
　
三
勅
祭
の
沿
革
（『
祭
典
録
』『
祭
祀
録
』
よ
り
作
成
）

明
治

賀
茂
祭

男
山
祭

春
日
祭

備
考

2
年
旧
儀

旧
儀

旧
儀

3
年
〃

宣
使
幣
使
参
向
宣
使
幣
使
参
向

4
年
宣
使
幣
使
参
向
〃

〃

10
・
29
「
四
時
祭
典
定
則
」

（『
太
政
類
典
』）

5
年
勅
使
参
向

勅
使
参
向

勅
使
参
向

6
年
地
方
官
参
向

地
方
官
参
向

地
方
官
参
向

3
・
2
「
官
幣
諸
社
官
祭

式
」（『
祭
祀
録
』）

7
年
〃

〃

〃

8
年
〃

〃

〃

9
年
〃

〃

〃

10
年
〃

〃

〃

12
・
5
神
楽
・
走
馬
・
東
遊

等
廃
止（『
明
治
天
皇
紀
』）

11
年
〃

〃

〃

12
年
〃

〃

〃

4
・
12
賀
茂
両
社
の
東
遊
・

走
馬
、
男
山
八
幡
宮
の
神

楽
再
興
の
た
め
金
三
千
円

下
賜
（『
明
治
天
皇
紀
』）

13
年
〃

〃

〃

14
年
〃

〃

〃

15
年
〃

〃

〃

16
年
〃

〃

〃

17
年
旧
儀

旧
儀

〃

18
年
〃

〃

〃

19
年
〃

〃

旧
儀
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や
、
両
祭
の
旧
儀
再
興
の
こ
と
実
に
其
の
一
に
居
る
、
是
の
年

五
月
、
具
視
皇
宮
保
存
事
務
を
督
し
て
京
都
に
抵
り
、
施
設
の

大
網
を
定
む
る
に
於
て
、
其
の
事
始
め
て
決
す
、
既
に
し
て
宮

内
省
支
庁
を
京
都
に
置
き
、
皇
宮
保
存
の
事
を
司
ら
し
め
ら

る
ゝ
に
及
び
、
是
の
日
此
の
事
を
令
せ
ら
る
、
初
め
両
社
と
も

例
祭
並
び
に
臨
時
祭
の
旧
儀
を
再
興
す
る
に
決
し
た
り
し
が
、

十
七
年
八
月
共
に
其
の
臨
時
祭
旧
儀
の
再
興
を
停
む（

（（
（

右
の
岩
倉
具
視
の
京
都
皇
宮
保
存
の
議
と
は
十
六
年
一
月
の
「
京
都

皇
宮
保
存
ニ
関
シ
意
見
書（

（（
（

」
の
こ
と
で
、
そ
の
条
目
は
「
三
大
礼
執

行
ノ
事
」「
桓
武
帝
神
霊
奉
祀
ノ
事
」「
伊
勢
神
宮
並
神
武
帝
遥
拝
所

ノ
事
」「
賀
茂
祭
旧
儀
再
興
ノ
事
」「
石
清
水
祭
〈
現
今
ノ
男
山
祭
〉

旧
儀
再
興
ノ
事
」「
白
馬
節
会
再
興
ノ
事
」「
大
祓
ノ
事
」「
三
大
節

拝
賀
ノ
事
」「
宮
闕
ノ
近
傍
ニ
洋
風
ノ
一
館
ヲ
築
造
ス
ル
事
」「
宝
庫

築
造
ノ
事
」「
宮
殿
並
御
苑
ニ
関
ス
ル
事
」「
二
条
城
ヲ
宮
内
省
ノ
所

管
ト
為
ス
事
」「
留
守
司
ヲ
置
ク
事
」「
社
寺
分
局
ヲ
置
ク
事
」
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
即
位
・
大
嘗
会
・
立
后
の
三
大
礼
を
筆
頭
と
す
る

宮
廷
行
事
の
再
興
、
宮
殿
・
御
苑
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
的
建
造
物

の
整
備
・
保
存
な
ど
多
岐
に
渡
る
。
そ
の
な
か
で
賀
茂
男
山
の
両
祭

が
宮
廷
の
年
中
行
事
の
枠
組
み
の
な
か
で
旧
儀
再
興
を
望
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
両
祭
は
改
暦
前
に
は
旧
儀
を
停
止
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
代
表
的
な
節
会
で
あ
る
白
馬
節
会
も
ま
た
同
じ
頃
、
廃

絶
を
餘
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
岩
倉
の
「
意
見
書
」
か
ら
、
こ
れ
ら

の
三
条
目
を
以
下
に
示
す
。

　
　

賀
茂
祭
旧
儀
再
興
ノ
事

賀
茂
祭
〈
旧
暦
四
月
中
酉
日
其
原
ハ
欽
明
天
皇
ノ
御
宇
ニ
起

ル
〉
同
臨
時
祭
〈
旧
暦
十
一
月
下
酉
日
其
原
ハ
宇
多
天
皇
ノ
御

宇
ニ
起
ル
〉
此
両
祭
ハ
最
鄭
重
ニ
シ
テ
勅
使
ノ
行
粧
華
麗
ナ
リ

シ
ヲ
以
テ
京
都
近
傍
諸
国
ヨ
リ
士
民
其
盛
儀
ヲ
観
ル
為
メ
陸
続

入
京
シ
当
日
九
門
内
ヨ
リ
賀
茂
社
頭
ニ
至
ル
途
上
男
女
老
幼
雑

沓
麕
集
セ
シ
ト
雖
モ
大
政
維
新
ノ
後
ハ
神
社
一
般
ノ
奉
幣
式
ニ

従
ヒ
頗
ル
其
儀
ヲ
簡
ニ
シ
毎
年
一
度
〈
四
月
十
五
日
〉
勅
使
ヲ

差
遣
ス
ノ
ミ
此
等
ノ
祭
儀
ヲ
改
革
セ
ラ
レ
シ
モ
亦
今
日
都
下
衰

微
ヲ
来
タ
セ
シ
一
原
由
ニ
属
ス
依
テ
自
今
旧
儀
再
興
一
年
両
度

之
ヲ
行
フ
ヘ
シ

　
　

石
清
水
祭
〈
現
今
ノ
男
山
祭
〉
再
興
ノ
事

石
清
水
臨
時
祭
〈
旧
儀
三
月
中
午
日
其
原
ハ
朱
雀
天
皇
ノ
御
宇

ニ
起
リ
之
ヲ
南
祭
ト
称
ス
〉
同
放
生
会
〈
旧
暦
八
月
十
五
日
其

原
ハ
朱
雀
天
皇
ノ
御
宇
ニ
起
リ
維
新
ノ
後
中
秋
祭
ト
改
称
シ
後

又
男
山
祭
ト
改
ム
〉
此
両
祭
モ
亦
旧
儀
荘
重
ナ
リ
ト
雖
現
今
ハ

賀
茂
祭
ト
同
様
ニ
神
社
一
般
ノ
奉
幣
式
ニ
従
ヒ
毎
年
一
度
〈
八

月
十
五
日
〉
勅
使
ヲ
差
遣
ス
ノ
ミ
依
テ
自
今
当
儀
再
興
一
年
両

度
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ

　
　

白
馬
節
会
再
興
ノ
事

白
馬
節
会
〈
正
月
七
日
其
原
ハ
嵯
峨
天
皇
ノ
御
宇
ニ
起
ル
〉
青
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馬
天
覧
及
兵
部
省
御
弓
奏
〈
射
礼
ノ
タ
メ
御
弓
ヲ
天
皇
ニ
奉
ル

ナ
リ
〉
等
ノ
式
ア
リ
明
治
二
年
正
月
迄
ハ
元
日
節
会
踏
歌
節
会

ト
共
ニ
三
節
会
ト
称
シ
毎
年
之
ヲ
行
ハ
レ
シ
ト
雖
車
駕
東
幸
已

後
其
式
廃
絶
ス
而
テ
元
日
節
会
ハ
新
年
宴
会
ト
改
称
シ
明
治
五

年
正
月
新
式
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ヒ
終
ニ
恒
典
ト
為
ル
依
テ
自
今
此

節
会
ヲ
再
興
シ
平
安
京
ノ
宮
闕
ニ
於
テ
旧
儀
ノ
如
ク
執
行
シ
昔

時
ノ
歌
垣
ノ
例
ニ
倣
ヒ
衆
庶
ノ
拝
観
ヲ
許
ス
へ
シ

右
意
見
に
よ
れ
ば
盛
儀
た
る
賀
茂
祭
お
よ
び
荘
重
な
る
男
山
祭
は
地

方
官
参
向
の
平
凡
な
例
祭
に
改
変
さ
れ
白
馬
節
会
に
お
い
て
は
廃
絶

さ
れ
、
こ
れ
ら
行
事
の
改
廃
が
京
都
衰
微
の
原
因
に
な
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
十
八
年
四
月
六
日
条
に
は

「
春
日
祭
の
旧
儀
を
再
興
し
、
明
年
よ
り
執
行
せ
し
む
、
仍
り
て
賀

茂
・
男
山
両
祭
に
準
じ
、
宮
内
省
を
し
て
諸
事
を
取
扱
は
し
む（

（（
（

」
と

さ
れ
、
翌
十
九
年
に
旧
儀
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
三
勅
祭
」
が
出
揃
う

こ
と
に
な
る
。
三
月
に
旧
儀
に
よ
る
春
日
祭
が
再
興
さ
れ
た
直
後
の

賀
茂
祭
は
注
目
に
値
す
る
。
岩
倉
具
綱
か
ら
宇
田
淵
へ
の
勅
使
解
除

の
改
定
に
関
す
る
通
達
を
左
に
示
す
。

曽
テ
及
御
通
達
置
候
賀
茂
両
社
祭
式
中
下
社
ニ
於
テ
勅
使
解
除

之
節
贖
物
執
行
之
儀
式
書
中
別
紙
之
通
朱
書
ヲ
増
加
致
候
就
テ

ハ
図
面
之
贖
物
御
調
製
相
成
度
且
両
社
ニ
テ
勅
使
祭
文
拝
読
畢

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
起
座
之
後
執
行
順
序
差
支
候
辺
有
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
付
別
紙
之
通
改
正
相

成
候
間
及
御
通
達
候
尤
其
他
都
テ
従
前
之
通
御
心
得
有
之
度
此

段
申
進
候
也

　
　
　

明
治
十
九
年
四
月
廿
六
日　

岩
倉
掌
典

宇
田
主
殿
権
助
殿

追
テ
本
文
贖
物
之
儀
ハ
下
社
ニ
限
候
儀
ニ
テ
上
社
ニ
ハ
此
儀
無

之
昨
年
之
通
ニ
候
条
此
段
為
念
申
添
候
也（

（（
（

右
通
達
に
よ
れ
ば
下
社
の
勅
使
解
除
に
か
ぎ
り
贖
物
の
儀
が
執
行
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
年
の
春
日
祭
を
奉
行
し
た
掌
典
の
岩
倉
は
、

賀
茂
祭
を
奉
行
す
る
宇
田
主
殿
権
助
に
春
日
祭
の
順
序
通
り
に
贖
物

の
儀
を
行
う
よ
う
通
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
改
定
は
宮
内
省

が
奉
行
す
る
三
勅
祭
に
お
い
て
、
解
除
の
祭
式
を
共
通
化
し
よ
う
と

す
る
方
向
性
が
み
て
と
れ
る
。

　

三
勅
祭
の
旧
儀
再
興
の
の
ち
大
正
末
年
ま
で
式
次
第
に
変
化
は
な

か
っ
た
も
の
の
大
正
九
年
に
な
る
と
三
勅
祭
幣
帛
に
現
品
が
奉
納
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
式
部
長
官
に
よ
る
通
牒
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

賀
茂
石
清
水
春
日
三
祭
ニ
御
奉
納
ノ
幣
帛
及
神
饌
料
左
記
ノ
通

リ
御
改
定
大
正
九
年
ヨ
リ
実
施
相
成
候
条
此
段
及
通
牒
候
也

　

大
正
八
年
十
月
十
五
日

　
　
　
　
　

式
部
長
官
伯
爵
戸
田
氏
共

　
　
　

主
殿
寮
出
張
所
長

　
　
　
　

宮
内
事
務
官
日
野
西
資
博
殿

　

�
追
テ
幣
帛
ハ
現
品
ヲ
以
テ
御
奉
納
ノ
趣
各
社
ヘ
通
知
有
之
度

候
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幣
帛
〈
一
座
分
〉

　

一
五
色
絁　

各
一
丈
二
尺

　

一
絲　
　
　

一
絇

　

一
曝
布　
　

一
端

　

一
木
綿　
　

二
斤

　

一
麻　
　
　

二
斤

　
　
　

神
饌
料
〈
一
座
分
〉

　

金
参
拾
円（

（（
（

右
通
牒
は
日
野
西
主
殿
寮
出
張
所
長
か
ら
上
賀
茂
・
下
鴨
・
春
日
・

石
清
水
の
四
社
へ
通
知
さ
れ
た
。
同
日
の
式
部
長
官
通
牒
未
学
乙
第

四
四
八
〇
号
「
官
幣
社
例
祭
並
官
国
幣
社
祈
年
新
嘗
両
祭
神
饌
幣
帛

料
ニ
関
ス
ル
件（

（（
（

」
に
お
い
て
官
国
幣
の
大
中
小
社
・
別
格
官
幣
社
の

幣
帛
・
神
饌
の
料
金
が
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
当
該
通
牒
の
但
し
書
き

中
、
幣
帛
の
現
品
奉
納
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
の
官
幣
大

社
の
幣
帛
に
相
当
す
る
品
目
が
三
勅
祭
の
幣
帛
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。
そ

し
て
大
正
十
四
年
に
な
る
と
旧
儀
神
饌
の
再
興
を
は
じ
め
と
し
た
大

幅
な
改
定
が
検
討
さ
れ
る
。『
祭
典
録（

（（
（

』
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
に

よ
る
と
、
三
月
十
一
日
付
で
日
野
西
資
博
内
匠
寮
出
張
所
長
が
春
日
、

上
下
賀
茂
、
石
清
水
の
各
宮
司
に
対
し
「
春
日
祭
（
賀
茂
祭
、
石
清

水
祭
）
例
祭
神
饌
ハ
御
奉
納
ノ
料
金
範
囲
ヲ
以
テ
旧
儀
神
饌
供
進
ノ

事
ニ
御
治
定
被
為
在
候
条
依
命
此
段
及
通
達
候
」
と
立
案
し
て
い
る
。

さ
ら
に
同
日
の
立
案
で
春
日
神
社
に
対
し
「
春
日
祭
々
儀
中
今
般
別0

紙0

ノ
通
リ
改
正
暫
定
相
成
候
此
段
及
通
牒
候
也
」
と
依
命
通
牒
し
て

い
る
。「
別
紙
」
を
以
下
に
示
す
（
一
つ
書
き
は
白
丸
数
字
①
～
⑪
に
改

め
た
）。①�

修
祓
ノ
式
ヲ
改
正
シ
祓
戸
社
ニ
神
饌
ヲ
供
シ
祝
詞
奏
上
ハ
神

職
之
ヲ
行
ヒ
祓
詞
ノ
座
ハ
祓
戸
社
ト
上
卿
又
ハ
辨
ノ
座
ト
ノ

中
間
斜
ニ
向
ヒ
位
置
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
ル

②�

上
卿
、
辨
ノ
着
到
殿
ヨ
リ
社
頭
ニ
参
進
ノ
道
筋
ハ
従
来
ハ
藤

ノ
鳥
居
ヲ
経
テ
慶
賀
門
ヲ
入
ル
ノ
制
度
ナ
リ
シ
モ
他
姓
ノ
者

ニ
ア
リ
テ
ハ
南
門
ヲ
入
ル
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
ル
／

南
門
ヨ
リ
入
ル
コ
ト
ア
ル
時
ハ
南
門
内
手
水
ノ
場
所
ヲ
布
設

ス
ル
コ
ト　

但
上
卿
手
水
ノ
所
役
ハ
神
職
主
典
以
上
ニ
テ
奉

仕
セ
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

③�

食
薦
ハ
神
職
四
人
ヲ
シ
テ
一
時
ニ
敷
設
シ
御
棚
ハ
第
一
ヲ
上

卿
及
辨
ニ
テ
奉
舁
シ
酒
樽
ノ
二
個
ハ
神
職
二
人
ニ
テ
同
時
ニ

奉
奠
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
ル

④
缶
ハ
中
門
内
ニ
辨
備
シ
置
ク
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
ル

⑤�

御
幣
物
奉
奠
ノ
作
法
ヲ
左
ノ
通
リ
改
メ
ラ
ル
／
神
職
幣
物
ノ

案
ヲ
庭
中
ニ
設
ク
／
次
内
蔵
寮
官
人
御
幣
物
ヲ
取
リ
出
シ
舞

殿
ヲ
出
テ
造
合
ヲ
経
テ
庭
中
ノ
案
上
ニ
奠
ス
二
、
三
、
四
ノ

幣
物
之
ニ
倣
フ
（
以
下
略
）

⑥�

御
祭
文
奉
読
ノ
座
ヲ
幣
殿
東
一
ノ
間
設
ク
ル
コ
ト
ニ
改
メ
ラ

ル
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⑦�

宮
司
ノ
木
綿
鬘
ハ
上
卿
ヨ
リ
御
祭
文
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
之
ヲ
懸

ケ
奉
納
ノ
上
取
リ
外
ス
コ
ト
ヽ
シ
紙
垂
ハ
四
垂
ト
ス
ル
コ
ト

ニ
定
メ
ラ
ル

⑧
御
棚
ノ
神
饌
ヲ
以
テ
例
祭
ノ
神
饌
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
定
メ
ラ
ル

⑨�

上
卿
及
辨
ニ
禄
ヲ
賜
フ
ノ
儀
ヲ
再
興
セ
ラ
ル

⑩�

参
列
諸
員
ノ
拝
礼
廃
止
ノ
事
ニ
定
メ
ラ
ル
／
但
宮
司
以
下
神

職
ノ
拝
礼
ハ
従
来
ノ
通
リ

⑪�

参
列
者
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
シ
高
等
官
同
待
遇
ノ
官
吏
之
ニ
準
ズ

ベ
キ
公
吏
又
ハ
公
職
ニ
在
ル
者
神
社
所
在
地
ノ
区
長
、
町
村

長
及
氏
子
総
代
又
ハ
之
レ
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ト
シ
服
装
ハ
男
子

ハ
大
礼
服
正
装
服
制
ナ
キ
モ
ノ
ハ
通
常
礼
服
（
燕
尾
服
）
女

子
ハ
通
常
服
又
ハ
袿
袴
ト
定
メ
ラ
ル

右
の
十
一
の
改
正
点
を
眺
め
る
と
、
旧
儀
に
よ
る
供
饌
の
再
興
①
③

④
⑧（

（（
（

の
み
な
ら
ず
賜
禄
の
再
興
⑨
か
ら
参
列
者
の
拝
礼
⑩
服
装
⑪
ま

で
多
岐
に
わ
た
り
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
別
紙
に

続
き
「
賀
茂
祭
々
儀
改
正
事
項
」
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
左
に
そ
れ
を

示
す
（
一
つ
書
き
は
黒
丸
数
字
❶
～
⓭
に
改
め
た
）。

❶�

当
日
奏
上
ス
ル
祝
詞
ハ
神
社
祭
式
ニ
拠
ラ
ラ
ズ
旧
儀
ニ
拠
ル

ベ
キ
コ
ト
ニ
改
定

❷�

修
祓
ノ
作
法
ハ
各
神
社
及
其
家
ノ
流
儀
ヲ
用
フ
ル
モ
大
麻
ノ

撫
方
散
米
ノ
方
法
ハ
「
左
、
右
、
中
」
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
一
定

❸�

上
社
解
除
ノ
方
式
ヲ
復
旧
シ
古
来
ノ
方
法
ニ
拠
ル
コ
ト
ニ
改

定
❹
御
幣
物
奉
奠
ノ
順
序
ヲ
左
ノ
通
リ
改
定

　

下
社

　
　

�

内
蔵
使
史
生
ヲ
率
ヒ
中
門
前
ニ
到
リ
先
第
一
ノ
幣
物
ヲ
東

ノ
案
次
ニ
第
二
ノ
幣
物
ヲ
西
ノ
案
上
ニ
奉
奠
ス
（
以
下
略
）

　

上
社
ハ

　
　

前
段
下
社
ニ
同
断
（
以
下
略
）

❺�

返
祝
詞
ノ
拍
手
ハ
両
社
ノ
古
例
ニ
則
リ
／
下
社
ハ
三
声
（
詳

細
略
）
／
上
社
ハ
四
声
（
詳
細
略
）
／
ニ
一
定

❻�

上
社
ノ
返
祝
詞
ハ
従
来
拍
手
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
古
例
ニ
復
旧
シ
祝

詞
ヲ
申
ス
コ
ト
ニ
改
定
／
但
笏
紙
ヲ
用
フ
ル
ヲ
可
ト
ス

❼�

上
社
ニ
於
ル
御
馬
牽
廻
シ
ノ
儀
ハ
現
行
ノ
三
匝
ノ
上
楼
門
前

玉
橋
ヲ
渡
リ
神
前
ニ
対
ハ
シ
メ
テ
去
、
楠
橋
ヲ
経
テ
帰
着
ス

ル
古
例
ニ
復
ス
ル
コ
ト
ニ
改
定

❽�

参
列
者
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
シ
「
高
等
官
、
同
待
遇
ノ
官
吏
之
ニ

準
ズ
ベ
キ
公
吏
又
ハ
公
職
ニ
ア
ル
者
神
社
所
在
ノ
区
長
町
村

長
及
氏
子
総
代
又
ハ
之
ニ
準
ス
ベ
キ
者
ト
シ
服
装
ハ
男
子
大

礼
服
正
装
服
制
ナ
キ
者
ハ
通
常
礼
服
女
子
通
常
礼
服
又
ハ
袿

袴
ト
制
定

❾�
参
列
諸
員
ノ
拝
礼
ハ
之
ヲ
㾱マ
マ

止
ス
／
但
参
列
地
方
官
及
宮
司

以
下
神
職
ノ
拝
礼
ハ
従
前
ノ
通
リ
祭
儀
終
了
ノ
后
ニ
於
テ
ス

ル
コ
ト
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附
記
（
注
意
事
項
）

❿�
大
祓
ノ
贖
物
撤
却
ノ
際
ハ
弁
備
ノ
案
上
ニ
返
サ
ズ
其
案
下
又

ハ
取
捨
ノ
形
ヲ
取
ル
コ
ト

⓫�

返
祝
詞
ノ
声
ハ
高
キ
ニ
過
ギ
ズ
単
ニ
勅
使
ニ
達
ス
ル
程
度
ノ

音
声
タ
ル
ベ
キ
コ
ト

⓬�

供
饌
ノ
時
機
ヲ
斟
酌
シ
其
終
了
ト
勅
使
参
着
ノ
時
刻
ト
ノ
間

隔
ノ
長
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト

⓭�

楼
門
其
他
式
場
ニ
面
シ
テ
紫
其
他
御
紋
章
付
幕
ヲ
張
ラ
ザ
ル

コ
ト

賀
茂
祭
の
改
正
事
項
に
は
春
日
祭
の
そ
れ
と
違
い
神
饌
に
関
す
る
も

の
が
な
い
一
方
で
、
祝
詞
❶
❺
❻
⓫
や
修
祓
❷
❸
❿
に
関
す
る
も
の

が
目
立
つ
。
こ
う
し
て
み
る
と
先
に
挙
げ
た
旧
儀
神
饌
再
興
の
御
治

定
は
、
祭
儀
全
般
に
わ
た
る
古
儀
の
復
活
を
期
待
す
る
思
し
召
し
で

あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
参
列
者
の
服
装
❽
拝
礼
❾
は
春
日

祭
の
別
紙
に
お
け
る
⑪
⑩
と
同
内
容
で
あ
り
、
時
代
に
合
わ
せ
た
秩

序
あ
る
三
勅
祭
の
あ
り
方
を
摸
索
す
る
改
正
事
項
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
以
上
の
大
正
十
四
年
に
検
討
さ
れ
た
改
正
事
項
の
多
く
は
翌
十

五
年
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。
こ
の
ほ
か
同
十
五
年
石

清
水
祭
に
お
い
て
は
、
祓
幄
が
設
け
ら
れ
上
卿
解
除
の
際
に
贖
物
の

儀
が
執
行
さ
れ
、
さ
ら
に
「
上
卿
ハ
維
新
以
前
ヨ
リ
大
正
十
四
年
マ

デ
御
祭
文
ヲ
奏
セ
ズ
シ
テ
宮
司
ニ
付
サ
レ
シ
ヲ
他
ノ
勅
祭
ニ
於
ケ
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

ガ
如
ク
御
祭
文
ヲ
奏
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
後
宮
司
ニ
付
サ
ル
ヽ
事
ニ
改
正
」（
傍
点

筆
者
）
さ
れ
た（

（（
（

。
御
祭
文
に
つ
い
て
は
す
で
に
同
年
賀
茂
祭
に
お
い

て
改
正
さ
れ
て
お
り
「
御
祭
文
ノ
読
ミ
方
」
が
以
下
の
よ
う
に
明
記

さ
れ
て
い
る
。

旧
制
（
大
正
十
五
年
御
改
正
前
）
ニ
於
イ
テ
ハ
勅
使
ハ
御
祭
文
ヲ

無
言
ニ
テ
読
ミ
シ
ガ
、
新
制
即
チ
現
制
ニ
於
イ
テ
ハ
勅
使
ハ
御

祭
文
ヲ
声
ニ
出
シ
テ
読
ム
事
ト
ナ
レ
リ（

（（
（

　

右
の
賀
茂
祭
よ
り
更
に
遡
れ
ば
同
年
春
日
祭
に
お
い
て
も
「
上
卿

御
祭
文
ヲ
奏
ス（

（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
大
正
十
五
年
に
な
る
と

勅
使
が
読
む
御
祭
文
は
内
務
省
令
あ
る
い
は
陸
軍
省
令
で
規
定
さ
れ

る
祭
式
と
同
様
に
、
三
勅
祭
に
お
い
て
も
声
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
も
ま
た
勅
祭
の
新
し
い
伝
統
と
言
え
よ
う
。
さ
て
岩
倉
の
「
意

見
書
」
が
契
機
と
な
り
旧
儀
再
興
し
た
三
勅
祭
を
含
む
宮
廷
行
事
は

そ
の
の
ち
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

昭
和
十
五
年
に
図
書
寮
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
『
現
行
宮
中
年
中
行

事
調
査
部
報
告（

（（
（

』（
全
四
十
巻
）
は
宮
中
に
お
け
る
年
中
行
事
書
で
あ

る
。
収
録
さ
れ
た
行
事
は
、
元
旦
の
四
方
拝
を
筆
頭
に
全
部
で
三
十

五
に
の
ぼ
る
。
順
に
あ
げ
れ
ば
四
方
拝
・
晴
御
膳
・
新
年
朝
賀
・
政

始
・
新
年
宴
会
・
講
書
始
・
歌
会
始
・
宮
中
杖
・
一
月
節
日
・
紀
元

節
・
祈
年
祭
・
三
月
節
日
・
春
日
祭
・
観
桜
会
・
五
月
節
日
・
賀
茂

祭
・
大
祓
（
六
月
十
二
月
）・
節
折
（
六
月
十
二
月
）・
七
月
節
日
・
九

月
節
日
・
石
清
水
祭
・
神
嘗
祭
・
新
嘗
祭
・
観
菊
会
・
賢
所
御
神

楽
・
歳
末
御
祝
詞
・
旬
祭
・
先
帝
祭
・
先
帝
以
前
三
代
ノ
例
祭
・
天
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長
節
・
皇
后
御
誕
辰
・
皇
太
后
御
誕
辰
・
皇
太
子
御
誕
辰
・
寒
中
暑

中
御
伺
・
立
太
子
式
と
な
る
。
図
書
寮
内
の
現
行
宮
中
年
中
行
事
調

査
部
の
事
業
は
昭
和
十
二
年
十
二
月
十
七
日
に
左
の
如
く
立
案
さ
れ

て
い
る
。

　
　

現
行
宮
中
諸
行
事
ノ
由
来
沿
革
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
件

宮
廷
年
中
諸
行
事
ノ
調
査
並
ニ
皇
宮
離
宮
ノ
歴
史
的
研
究
ニ
就

テ
ハ
従
来
当
寮
ノ
有
職
調
査
部
ハ
其
組
織
期
間
等
ノ
関
係
上
之

ニ
及
ブ
能
ハ
サ
リ
シ
所
ナ
ル
モ
之
カ
調
査
ヲ
放
置
ス
ル
コ
ト
ハ

該
事
業
ノ
功
ヲ
一
簣
ニ
缺
ク
ノ
憾
ア
リ
殊
ニ
現
行
宮
中
ノ
諸
行

事
ニ
就
テ
ハ
其
由
来
沿
革
ノ
調
査
ヲ
完
成
シ
日
常
ノ
省
務
ニ
資

ス
ル
コ
ト
最
モ
急
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
感
ス
因
テ
左
記
ノ
計
画
ヲ

以
テ
現
行
宮
中
諸
行
事
ノ
由
来
沿
革
調
査
ヲ
開
始
致
シ
度
相
伺

候
　
　
　
　

計
画
概
要

一
担
当
人
員　
　

御
用
掛　
　
　
　

二
（
奏
任
待
遇
）

　
　
　
　
　
　
　

属
兼
編
修
官
補　

一
（
秘
書
課
配
属
者
）

　
　
　
　
　
　
　

嘱
託　
　
　
　
　

三
（
判
任
扱
）

　
　
　
　
　
　
　

史
生　
　
　
　
　

二
（
雇
員
）

　
　
　
　
　
　
　

録
手　
　
　
　
　

二
（
雇
員
）

一
年
限　
　
　
　

二
年
六
月

一
出
張
旅
費　
　

年
額
五
〇
〇
円

一
用
度
費　
　
　

年
額
一
〇
〇
円（

（（
（

右
案
は
同
年
十
二
月
二
十
四
日
に
宮
内
大
臣
に
よ
る
決
裁
を
う
け
て

い
る
の
だ
が
、
当
該
調
査
は
有
職
調
査（

（（
（

の
後
継
事
業
と
考
え
ら
れ
る
。

何
と
な
れ
ば
図
書
寮
内
の
有
職
調
査
は
昭
和
二
年
に
始
り
十
年
の
歳

月
を
か
け
第
一
期
の
有
職
調
査
（
服
飾
・
吉
凶
儀
礼
・
宮
殿
調
度
）、
第

二
期
の
臨
時
記
録
作
成
（
出
張
聴
取
・
招
致
講
演
）
を
終
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
加
え
て
、
当
年
六
月
二
十
二
日
に
第
三
期
と

し
て
「
京
都
方
面
ニ
関
ス
ル
追
加
事
業
ノ
記
録
ノ
校
正
」
以
下
九
項

目
の
残
務
整
理
（
当
年
末
迄
）
が
立
案
さ
れ
、
翌
二
十
三
日
に
決
裁

を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
業
期
間
の
連
続
性
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
有
職
故
実
・
年
中
行
事
は
ど
ち
ら
も
宮
廷
儀
礼
を
支

え
る
基
盤
と
し
て
関
聯
が
強
い
。
そ
し
て
有
職
故
実
・
年
中
行
事
の

調
査
は
「
日
常
ノ
省
務
ニ
資
ス
ル
コ
ト
」
同
じ
目
的
で
あ
り
、
ま
た

「
故
老
ノ
物
故
ス
ル
者
多
キ
ニ
鑑
ミ
其
ノ
資
料
ヲ
蒐
集
伝
承
シ
秘
説

ノ
口
授
ヲ
採
録
ス
ル
ノ
急
ヲ
認
メ
ラ
レ
」
る
背
景
も
ま
た
共
通
し
て

い
る
。

　

さ
て
『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
』
所
収
の
三
十
五
の
行

事
の
う
ち
「
皇
室
祭
祀
令
」
に
記
載
さ
れ
る
祭
祀
と
し
て
、
四
方

拝
・
紀
元
節
・
祈
年
祭
・
神
嘗
祭
・
新
嘗
祭
・
賢
所
御
神
楽
・
先
帝

祭
・
先
帝
以
前
三
代
ノ
例
祭
・
天
長
節
が
あ
る
。
ま
た
「
皇
室
儀
制

令
」
に
記
載
の
あ
る
朝
儀
は
新
年
朝
賀
・
政
始
・
新
年
宴
会
・
講
書

始
・
歌
会
始
・
紀
元
節
・
天
長
節
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
廃
絶
さ
れ
た

行
事
で
は
あ
る
が
一
月
節
日
・
三
月
節
日
・
五
月
節
日
・
七
月
節
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日
・
九
月
節
日
も
調
査
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。
廃
絶
さ
れ
た
行
事
が

「
現
行

0

0

宮
中
年
中
行
事
」
と
さ
れ
る
の
は
、
皇
室
の
伝
統
と
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
行
事
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
記
録
に
留
め
ら
れ
た

と
推
察
す
る
。
例
え
ば
新
年
宴
会
の
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
結

ば
れ
て
い
る
。

古
ク
景
行
天
皇
ノ
御
世
ニ
既
ニ
行
ハ
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
新
年
ノ
賀

宴
ハ
、
後
ニ
重
大
朝
儀
ノ
一
ト
シ
テ
正
月
三
節
日
亘
リ
テ
行
ハ

セ
ラ
レ
、
コ
ノ
制
ハ
千
数
百
年
ノ
長
キ
間
変
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
キ
。

明
治
維
新
ト
ナ
リ
テ
コ
ノ
三
節
会
ノ
廃
セ
ラ
ル
ヽ
ヤ
、
之
ニ
代

リ
テ
新
年
宴
会
ノ
制
ヲ
立
テ
、
特
ニ
一
日
ヲ
設
ケ
テ
コ
ノ
日
ト

ナ
シ
給
フ
。
之
等
ノ
制
ヲ
一
貫
シ
テ
視
ル
時
、
年
頭
ノ
大
節
ヲ

祝
シ
テ
歓
ヲ
倶
ニ
シ
給
フ
意
義
ハ
毫
モ
変
化
セ
ザ
ル
ナ
リ（

（（
（

右
結
語
に
よ
れ
ば
廃
絶
し
た
正
月
三
節
会
（
一
月
節
日
）
の
意
義
は
、

現
行
の
新
年
宴
会
に
引
継
が
れ
て
い
る
た
め
、
正
月
三
節
会
も
ま
た

現
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
至
っ
て
、
廃

絶
し
て
い
な
い
に
も
係
わ
ら
ず
上
述
の
宮
務
法
に
は
規
定
さ
れ
て
い

な
い
類（

（（
（

の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
春
日
祭
・
賀
茂
祭
・
大
祓
（
六
月

十
二
月
）・
節
折
（
六
月
十
二
月
）・
石
清
水
祭
・
歳
末
御
祝
詞
・
旬
祭

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
旬
祭
の
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

旬
祭
ハ
、
公
的
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
御
敬
神
崇
祖
ノ
叡
慮

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
拝
ス
ベ
キ
内
的
ノ
祭
祀

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

タ
リ
。
即
チ
、
一
月
一
日
ヲ
除
キ
テ
、

毎
月
、
一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
ニ
賢
所
・
皇
霊
殿
・
神
殿

〈
古
制
ニ
於
ケ
ル
神
祇
官
神
殿
ニ
ア
タ
ル
モ
ノ
〉
ニ
テ
行
ハ
セ

ラ
ル
ヽ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
皇
室
祭
祀
令
ニ
ハ
ソ
ノ
規
定
ヲ
見
ズ
。

随
ヒ
テ
儀
服
モ
御
直
衣
ニ
テ
出
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
、
奉
仕
員
モ
浄

衣
ヲ
着
ス
ル
ノ
ミ
、
マ
タ
奏
楽
モ
ナ
ク
幣
物
モ
奠
セ
ラ
レ
ズ
。

マ
タ
賢
所
・
皇
霊
殿
ノ
神
饌
ハ
平
安
朝
以
来
ノ
折
敷
高
坏
六
本

折
櫃
二
十
合
ニ
シ
テ
神
供
ト
イ
ハ
ン
ヨ
リ
ハ
御
祖
先
ヘ
ト
イ
フ

色
彩
濃
厚
ナ
ル
御
供
物
ナ
リ
ト
ス（

（（
（

（
傍
点
筆
者
）

右
序
説
に
よ
れ
ば
旬
祭
は
「
御
敬
神
崇
祖
ノ
叡
慮
ヲ
拝
ス
ベ
キ
内
的

ノ
祭
祀
」
と
い
う
。
ま
た
同
報
告
書
第
一
章
に
お
い
て
旬
祭
の
意
義

が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

内
的
ノ
祭
祀
タ
リ
ト
雖
モ
決
シ
テ
忽
緒
ニ
附
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
、

殊
ニ
十
一
日
・
二
十
一
日
ノ
旬
祭
ニ
ハ
、
従
来
（
明
治
大
正
時
代
、

筆
者
註
）
御
代
拝
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ヲ
現
代
（
昭
和
前
期
、
筆
者
註
）

ニ
及
ビ
、
三
旬
悉
ク
御
拝
（
三
殿
）
ア
ラ
セ
ラ
ル
ヽ
事
実
ヲ
拝

シ
テ
ハ
、
ソ
ノ
重
要
サ
ト
祭
祀
ノ
永
遠
性
ヲ
知
ル
ベ
シ（

（（
（

右
義
解
に
よ
っ
て
も
な
お
昭
和
天
皇
の
御
敬
神
崇
祖
の
叡
慮
の
程
は

窺
い
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
も
ま
た
未
詳
と
の

こ
と
で
あ
る
。
当
該
報
告
書
に
よ
れ
ば
改
暦
前
に
行
わ
れ
て
い
た
節

朔
祭
は
旬
祭
の
前
身
の
ひ
と
つ
で
、
そ
の
式
次
第
の
な
か
に
「
御
敬

神
崇
祖
」
の
内
実
が
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賢
所
皇
霊
御

拝
の
の
ち
皇
太
神
宮
・
豊
受
太
神
宮
・
神
武
天
皇
陵
・
孝
明
天
皇

陵
・
氷
川
神
社
・
賀
茂
上
下
神
社
・
男
山
八
幡
宮
・
熱
田
神
宮
・
鹿
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島
神
宮
・
香
取
神
宮
へ
の
御
拝
（
遥
拝
）
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
う

ち
氷
川
神
社
以
下
の
諸
社
拝
は
元
旦
四
方
拝
の
諸
社
拝
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
年
中
行
事
の
な
か
に
天
皇
の
神
社
へ
の
御
崇
敬
の

叡
慮
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。

　

三
勅
祭
の
旧
儀
が
再
興
さ
れ
つ
つ
あ
る
明
治
十
九
年
二
月
四
日
制

定
の
宮
内
省
官
制
に
式
部
職
は
「
帝
室
ノ
祭
典
儀
式
雅
楽
ノ
事
ヲ
総

掌
ス（

（（
（

」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
帝
室
ノ
祭
典
」
と
は
法
令
の

枠
を
越
え
た
伝
統
的
な
宮
中
の
年
中
行
事
を
指
す
こ
と
が
本
節
を
通

じ
理
解
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

お
わ
り
に

　

皇
室
と
神
社
の
関
係
は
明
治
四
十
一
年
の
「
皇
室
祭
祀
令
」
に
お

い
て
は
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
に
お
け
る
班
幣
の
み
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ

う
内
務
省
管
下
に
は
勅
使
参
向
の
神
社
が
あ
っ
た
が
、
大
正
三
年
の

内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
に
お
い
て
も
そ
の
祭
式
は
例
外
扱
い
と
さ

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
年
の
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会
お
よ

び
調
査
総
会
に
よ
り
明
治
神
宮
の
例
祭
式
が
勅
使
参
向
の
う
え
鄭
重

に
斎
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
九
年
に
内
務
省
令

「
明
治
神
宮
例
祭
式
」
が
定
め
ら
れ
る
と
例
外
と
さ
れ
た
勅
祭
社
の

例
祭
式
が
同
十
五
年
に
内
務
省
令
「
勅
祭
社
例
祭
式
」
と
し
て
制
定

さ
れ
た
。
そ
の
対
象
は
氷
川
・
熱
田
・
出
雲
・
橿
原
・
明
治
の
勅
使

参
向
五
社
に
限
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
宮
内
省
が
奉
行
す
る
旧
儀
に
よ

る
賀
茂
・
男
山
（
石
清
水
）・
春
日
の
三
勅
祭
の
祭
式
は
、
結
局
、
宮

務
法
あ
る
い
は
国
務
法
と
し
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
三
勅
祭
は
「
帝
室
ノ
祭
典
」
と
し
て
包
括
さ
れ
る
宮
中
の
年

中
行
事
と
し
て
斎
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（1
）　

長
谷
晴
男
編
『
神
社
祭
祀
関
係
法
令
規
程
類
纂
』
再
版
（
国
書
刊

行
会
、
平
成
元
年
四
月
、
初
版
は
昭
和
六
十
一
年
四
月
）
三
三
一

～
三
三
四
頁
。

（
2
）　

神
社
本
庁
蔵
『
神
祇
院
関
係
資
料
』
四
〇
〇
神
社
祭
式
行
事
作
法

改
正
関
係
書
類
所
収
。

（
3
）　
『
明
治
神
宮
御
造
営
の
由
来
を
語
る
』（『
明
治
神
宮
叢
書
』
十
七
）

五
四
五
頁
。

（
4
）　

内
務
省
神
社
局
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』（
昭
和
五
年
三
月
）
二
三
頁
。

（
5
）　

同
右
、
六
一
頁
。

（
6
）　
『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会
報
告
』（『
明
治
神
宮
叢
書
』
十

七
）
二
九
頁
。

（
7
）　

前
掲
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
三
七
頁
以
下
の
「
第
四
章　

神
宮
創

立
事
項
の
調
査
」「
第
五
節　

例
祭
日
並
例
祭
日
勅
使
差
遣
」。

（
8
）　

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
要
語
集
』
祭
祀
篇
一
、

二
二
九
頁
。

（
9
）　
「
明
治
神
宮
祭
典
記
録
三
」『
明
治
神
宮
叢
書
』
十
五
、
三
六
三
頁

以
下
。

（
10
）　
『
明
治
天
皇
紀
』
六
、
一
一
一
頁
。

（
11
）　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
二
三
一
八
頁
以
下
。

（
12
）　

前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
六
、
三
九
一
頁
。
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（
13
）　

宮
内
公
文
書
館25318

『
祭
典
録
（
賀
茂
祭
の
部
）
明
治
19
年
』。

（
14
）　

宮
内
公
文
書
館25349

『
祭
典
録
（
石
清
水
祭
の
部
）
大
正
7
～

10
年
』。

（
15
）　

前
掲
『
神
社
祭
祀
関
係
法
令
規
程
類
纂
』
四
八
頁
。

（
16
）　

当
該
通
牒
に
お
い
て
「
皇
室
祭
祀
令
」
に
お
け
る
祈
年
幣
・
新
嘗

幣
の
品
目
が
、
ま
た
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
に
お
け
る
例
祭
幣

帛
の
品
目
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
皇
室
と
神
社
を
結
ぶ
幣
帛
品

目
の
詳
細
を
式
部
長
官
が
取
り
決
め
通
達
す
る
意
味
は
大
き
い
。

さ
ら
に
三
勅
祭
に
お
い
て
は
、
幣
帛
だ
け
で
な
く
式
次
第
の
制
定

お
よ
び
勅
使
以
下
参
役
の
発
遣
も
宮
内
省
が
奉
行
す
る
の
が
大
き

な
違
い
で
あ
る
。

（
17
）　

宮
内
公
文
書
館25332

『
祭
典
録
（
賀
茂
祭
の
部
）
大
正
12
～
15

年
』。

（
18
）　
『
春
日
神
社
神
供
秘
記
』（『
神
社
祭
式
行
事
作
法
典
故
考
究
』
三

〇
四
～
三
一
二
頁
）
に
よ
れ
ば
四
座
・
祓
戸
社
・
酒
殿
に
供
饌
さ

れ
て
い
る
。

（
19
）　

宮
内
公
文
書
館26223

『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
15

（
春
日
祭
）』
大
正
十
五
年
改
定
次
第
に
は
①
に
関
し
祓
戸
社
へ
の

供
饌
（
一
六
一
頁
）
が
、
ま
た
⑨
に
関
し
賜
禄
（
一
六
七
頁
）
が

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
宮
内
公
文
書
館26225

『
現
行
宮
中
年
中
行

事
調
査
部
報
告
18
（
賀
茂
祭
）』
大
正
十
五
年
改
定
次
第
に
は
❸

に
関
し
、
上
社
の
勅
使
解
除
の
際
に
下
社
同
様
の
贖
物
の
儀
が
行

わ
れ
て
い
る
（
二
六
二
頁
）。
た
だ
し
同
書
に
は
幣
案
の
使
い
分

け
や
返
祝
詞
の
作
法
の
詳
細
は
示
さ
れ
な
い
。
未
確
認
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
儀
註
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）　

宮
内
公
文
書
館26230

『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
23

（
石
清
水
祭 

上
）』
二
一
四
～
二
一
五
頁
。

（
21
）　

上
掲
『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
18
（
賀
茂
祭
）』
二
七

五
頁
。

（
22
）　

上
掲
『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
15
（
春
日
祭
）』
一
六

五
頁
。
同
書
一
五
一
頁
に
は
明
治
十
九
年
の
旧
儀
再
興
当
時
の
式

次
第
が
納
め
ら
れ
て
お
り
「
御
祭
文
拝
読
」
と
な
っ
て
い
る
の
で

賀
茂
祭
・
石
清
水
祭
と
同
様
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）　

宮
内
公
文
書
館26209

『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
首
巻

（
例
言
・
総
目
録
）』
以
下26247

ま
で
連
番
。

（
24
）　

宮
内
公
文
書
館7587

『
例
規
録
昭
和
12
年
』。

（
25
）　

同
右
。
こ
の
な
か
に
「
有
職
調
査
事
業
残
務
ニ
関
ス
ル
件
」
が
含

ま
れ
て
い
る
。
内
容
は
「
有
職
故
実
ノ
調
査
ハ
五
ヶ
年
ノ
期
間
ヲ

以
テ
昭
和
二
年
七
月
六
日
大
臣
決
裁
ニ
依
リ
御
用
掛
二
名
嘱
託
一

名
ヲ
以
テ
昭
和
二
年
七
月
之
ニ
着
手
シ
主
ト
シ
テ
復
飾
、
宮
殿
、

調
度
ニ
関
ス
ル
諸
項
目
ヲ
豫
定
シ
鋭
意
之
カ
研
究
調
査
ヲ
進
メ
候

モ
当
初
ノ
目
的
ニ
照
シ
尚
吉
凶
儀
礼
其
ノ
他
取
調
ヲ
要
ス
ル
事
項

多
々
有
之
五
ヶ
年
ヲ
以
テ
到
底
其
ノ
事
業
ヲ
終
了
ス
ル
事
能
ハ
ス

更
ニ
同
機
構
ノ
下
ニ
尚
五
ヶ
年
ノ
延
期
方
ヲ
稟
申
シ
昭
和
六
年
十

二
月
九
日
大
臣
決
裁
相
成
調
査
ヲ
継
続
致
候
尤
モ
途
中
土
居
嘱
託

ノ
転
出
ア
リ
タ
ル
為
其
ノ
担
当
セ
ル
宮
殿
ノ
調
査
ハ
適
当
ノ
後
任

ヲ
得
ル
能
ハ
ス
為
ニ
此
分
ヲ
保
留
ス
ル
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル

ハ
遺
憾
ノ
儀
ニ
有
之
候
ヘ
共
其
ノ
他
ノ
調
査
項
目
ニ
付
テ
ハ
別
表

（
一
）
ノ
如
キ
成
績
ヲ
挙
ケ
本
年
六
月
末
ヲ
以
テ
終
了
可
致
候
／

然
ル
ニ
此
間
有
職
故
老
ノ
物
故
ス
ル
者
多
キ
ニ
鑑
ミ
其
ノ
資
料
ヲ

蒐
集
伝
承
シ
秘
説
ノ
口
授
ヲ
採
録
ス
ル
ノ
急
ヲ
認
メ
ラ
レ
昭
和
七

年
三
月
卅
一
日
大
臣
決
裁
ニ
依
リ
昭
和
七
年
以
後
三
ヶ
年
ヲ
以
テ

在
来
ノ
本
務
ト
雁
行
シ
テ
主
ト
シ
テ
京
都
方
面
ノ
古
老
ニ
就
キ
之

カ
調
査
ニ
勉
メ
候
結
果
其
ノ
実
績
ハ
別
表
（
二
）
ニ
示
ス
カ
如
ク
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其
ノ
細
目
ノ
数
夥
シ
キ
モ
ノ
有
之
当
初
ノ
豫
定
ノ
外
此
等
ノ
調
査

ヲ
モ
終
了
致
候
モ
為
ニ
此
種
記
録
ノ
整
理
校
合
及
当
初
豫
期
セ
サ

リ
シ
追
加
資
料
ノ
調
査
整
理
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
等
別
表
（
三
）

ニ
列
記
ノ
如
ク
多
々
相
生
候
就
テ
ハ
本
年
七
月
以
降
年
末
迄
六
ヶ

月
ヲ
限
リ
残
務
整
理
方
御
認
可
相
得
度
ク
伺
候
也
」
と
記
さ
れ
る
。

た
だ
し
本
稿
に
お
い
て
紙
数
の
関
係
で
別
表
（
一
）（
二
）（
三
）

を
割
愛
し
た
。

（
26
）　

宮
内
公
文
書
館26214

『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
5

（
新
年
宴
会
）』
九
九
頁
。

（
27
）　

酒
巻
芳
男
は
祭
祀
令
所
定
外
の
恒
例
祭
祀
に
つ
い
て
「
皇
室
祭
祀

令
は
典
型
的
な
祭
祀
を
掲
げ
て
其
の
次
第
等
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
本
令
に
規
定
し
て
居
な
い
と
き
は
古
来
行
は
れ
た
も
の

で
も
之
を
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
」
と
し
て

旬
祭
・
大
祓
・
節
折
・
除
夜
祭
・
皇
族
霊
殿
祭
及
墓
所
祭
を
あ
げ

て
い
る
（『
皇
室
制
度
講
話
』
第
三
刷
（
一
九
九
四
年
九
月
、
第

一
刷
は
一
九
三
四
年
一
月
）
八
一
～
八
二
頁
）。

（
28
）　

宮
内
公
文
書
館26238

『
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
31

（
旬
祭
）』
一
～
二
頁
。

（
29
）　

同
右
、
四
頁
。

（
30
）　
『
法
令
全
書
』
明
治
十
九
年
二
月
達
宮
内
省
第
一
号
。

　

追�

記　

本
稿
は
平
成
二
十
九
年
九
月
に
國
學
院
大
學
に
提
出
し
た
博
士
論

文
「
神
社
祭
式
の
研
究
」
の
第
六
章
「
神
社
祭
祀
と
宮
中
年
中
行
事
」

を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
春
日
神
社
権
禰
宜
、
國
學
院
大
學
大
学
院
特
別
研
究
員
）


